
 

 

 

 

 

 

 

市立小・中学校の夏季休業日の延長について 

 

尼崎市教育委員会は、市内において新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大がみられ、

市内学校園においても感染が広がっていることから、令和３年８月 24 日(火)までの夏季休業日を、

令和３年８月 25 日(水)から８月 29 日(日)までの期間、夏季休業日を延長することとし、８月 30 日

(月)を始業式とします。 

 

１ 夏季休業日延長期間 

令和３年８月 25日(水)～８月 29日(日) 

※令和３年８月 30日(月)を始業式とします。 

 

２ 夏季休業日を延長する理由 

市内において新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大がみられ、市内学校園においても感染が

広がっているため。 

 

３ その他 

⑴ ８月 30 日(月)からは、通常登校とします。ただし、感染状況によっては、分散登校や臨時休業の可能性も

あります。 

⑵ 夏季休業日延長期間の児童ホームは、夏季休業期間中と同様の受け入れを行います（午前８時 30分から

午後５時、延長育成利用の場合は午後６時まで）。こどもクラブについては、午前９時から下校時刻まで開

所しますが、児童の感染が増加していることから、ご家庭で過ごすことが可能であれば、できるだけ利用を

控えるようにお願いしています。 

⑶ 中学校の部活動については、夏季休業日延長期間は原則中止とします。ただし、８月 28 日、29 日に実施

される中体連スケジュール記載大会、中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会（その予選を含む）

及び国民体育大会（その予選を含む）への参加及び大会に向けた練習は可とします。参加する際は、最小

限の人数にとどめ、主催者の行う感染予防措置を確認するとともに、その徹底を図ります。 

⑷ 市立幼稚園及び市立高等学校、あまよう特別支援学校については、当初のとおり９月１日(水)より２学期開

始の予定とします。 

 

４ 問い合わせ先について 

▼学校運営に関することなど 

学校教育課（部長：増田 裕一） 電話：06－4950－5685 

▼児童ホーム（学童保育）の受け入れについて 

こども青少年局 児童課（課長：小島 大作） 電話：06－6489－6937 

以 上 

令和３年８月 23日 

所 属 学校教育課 

所属長 増田 裕一 

電 話 06－4950－5685 


